
（別添１）

○○大学法人と農林水産政策研究所との教育研究指導等に関する基本協定（参考例）

○○大学（以下「甲」という。）と農林水産政策研究所（以下「乙」という。）は、甲の

大学院○○○研究科（以下「研究科」という。）教育の一層の充実と大学院学生（以下「院

生」という。）の資質の向上を図るとともに、相互の研究交流を促進し、もって農林水産

業に関する学術及び科学技術の発展に寄与するため、次のとおり協定を締結する。

（教員への委嘱等）

第１ 甲は、大学院の教育研究指導等の拡充・強化を必要とする分野について、乙と協議の

上、乙の研究者を甲の研究科の教授又は准教授（以下「教員」という。）に委嘱する。

第２ 教員への委嘱手続きについては、甲及び乙の所定の人事手続きに則して行うものとす

る。

（委嘱教員の義務等）

第３ 乙の研究者であって甲の教員に委嘱された者（以下「委嘱教員」という。）は、甲が指

定する特定の院生の教育研究指導等を主として乙において行うものとする。

第４ 甲は、委嘱教員には給与を支給しない。ただし、委嘱教員が教育研究指導等のために

交通機関を利用する必要があると甲が認める場合には、その費用は甲が負担するものとす

る。

第５ 委嘱教員は、甲と乙が協議の上、甲の特定の専攻の専攻会議（管理・運営事項に関す

るものを除く。）の構成員となるものとする。

(補助教員の指名等）

第６ 甲は、常勤の教員の中から、補助教員を指名するものとする。

第７ 補助教員は、委嘱教員に協力して、院生の教育研究指導等に関し補完的役割を果たす

ものとする。

（院生の身分等）

第８ 乙において教育研究指導等を受ける院生の身分は、教育研究研修生とする。

第９ 乙において教育研究指導等を受ける院生の遵守事項等は、乙の定めるところによる。

（研究成果の公表等）

第１０ 院生が乙において教育研究指導等を受けて得た研究成果の公表等に当たっては、あ

らかじめ、乙の承認を得るものとする。

（特許等知的財産権の帰属）

第１１ 院生が乙において教育研究指導等を受けて得た研究成果に係る特許権等の院生の持

分は当該院生個人に帰属することを、甲及び乙は確認し、当該院生個人の意思を尊重する



ものとする。

なお、教員の持分の帰属については、甲と乙との協議により定める。

（その他）

第 12 委嘱教員が乙において院生の教育研究指導等を行う場合の施設・設備の使用料は無償

とする。

第 13 甲は、乙において教育研究指導等を受ける院生に対し、学生教育研究災害傷害保険

及び学研災附帯賠償責任保険（以下「保険」という。）への加入を指導するものとし、乙は、

保険に加入していない院生の乙への立ち入りを禁止することができるものとする。

第 14 乙は、乙において教育研究指導等を受ける院生が、乙に提出した誓約書記載の事項を

遵守しない等、教育研究研修生として適当でない言動があると認めるときは、当該院生の

教育研究研修生としての身分を取消すことができるものとする。

第 15 乙において院生が関与する事故が生じた場合の取扱いについては、事故発生の状況等

について甲と乙が共同して調査し、協議の上、処理するものとする。

第 16 甲又は乙が、この協定書に定める事項に疑義又は改正の必要を認めた場合及びこの協

定書に定めるもののほか必要な事項を定めようとする場合は、甲と乙が協議して処理する

ものとする。

第 17 協定書は、平成○年○月○日から適用する。

２ この協定書の有効期間は、５年間とする。ただし、甲又は乙からの文書により継続し

ない旨の申入れがない限り、本協定の有効期間を５年間延長するものとし、以後も同様と

する。

この協定書は、２通作成し、甲・乙それぞれ１通を所持する。

平成○年○月○日

甲 乙

所在地 所在地

大学法人名 機関名

学長又は学部長 研究所長名



（別添２）

○○大学法人の大学院生に対する教育研究指導等に関する実施期間協定書（参考例）

○○大学法人学長又は学部長（以下「甲」という。）と農林水産政策研究所長（以下「乙」

という。）は、農林水産政策研究所の研究員による国立大学法人の大学院生に対する教育

研究指導等実施要領（平成１３年５月１７日付け１３企第９１号大臣官房企画評価課長通

達）第２の規定に基づき、○○大学法人の大学院生○○○○を農林水産政策研究所に受け

入れて実施する教育研究指導等に関し、次のとおり実施期間協定を締結する。

（教育研究指導等の実施期間）

第１ ○○○○に対する教育研究指導等の実施期間は、○○年○○月○○日から○○年○

○月○○日とする。

（実施期間の変更）

第２ 甲又は乙は、この協定書に定める教育研究指導等の実施期間を変更する必要がある

と認めた場合は、甲と乙が協議して処理するものとする。

（協定書の保有）

第３ 甲及び乙は、この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印

の上、それぞれ１通所持するものとする。

年 月 日

甲 所 在 地；

大学法人名； 印

学長又は学部長名；

乙 所 在 地；東京都北区西ヶ原 ２－２－１

機 関 名；農林水産政策研究所 印

研究所長名；


